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国家公務員は、従来から国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）において、その服務の根本基

準として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の

遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されるとともに、法令及

び上司の職務上の命令に従う義務、争議行為の禁止、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職

務に専念する義務等の制約が課せられている。 

しかし、近年、国民の信頼を大きく損なうような国家公務員による不祥事が相次いで発生して

おり、過去 10 年間における一般職の国家公務員に係る懲戒処分数の推移をみると、平成 19 年に

は 2,597 人と平成 10 年の約 1.6倍に増加している。 

昨今、食品の偽装表示等一連の事態を受け、国民の安心・安全の確保に対する関心が高まって

きている中、民間企業では、一たび不祥事を起こすと市場からの撤退を余儀なくされる事態が生

ずることから、大企業を中心に法令等遵守（コンプライアンス）態勢が極めて重要視され、その

構築が進められているが、国の行政機関においても同様に危機意識を持つことが必要である。 

政府は、近年の国家公務員による不祥事を受け、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」

（平成 19年 10月 30 日閣議決定）において、各省各庁の長がリーダーシップを発揮し、厳正な服

務規律の確保、法令等に違反する行為に対しては懲戒処分等厳正な措置を執ることとしている。 

国民の信頼を回復するためには、各府省において、公正な職務遂行に対する国民の強い期待、

要請を厳しく認識した上で公務に当たっていく必要があり、法令等遵守に関する取組を一層推進

することが不可欠である。 

この調査は、こうした状況を踏まえ、各府省に共通する国家公務員として遵守すべき基本的な

法令等に係る各府省の取組、法令等遵守に係る制度や仕組みの運営状況を調査し、関係行政の改

善に資するために実施したものである。 
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